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行政法 Chapter ４ 

 

 ⾏政⼿続法上の定義に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているも
のの組合せはどれか。 

ア 「法令」には、法律及び法律に基づく命令だけでなく、条例及び
地⽅公共団体の執⾏機関の規則も含まれる。 

イ 「申請」とは、法令に基づき、⾏政庁の許可、認可、免許その他
の⾃⼰に対し何らかの利益を付与する処分を求める⾏為をいい、必
ずしも当該⾏為に対して⾏政庁が諾否の応答をすべきこととされて
いるものではない。 

ウ 「不利益処分」は、⾏政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて
⼈として、直接に、これに義務を課し、⼜はその権利を制限する処
分をいうが、名あて⼈となるべき者の同意のもとにすることとされ
ている処分は含まれない。 

エ 「審査基準」とは、不利益処分をするかどうか⼜はどのような不
利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために
必要とされる基準をいう。 

オ 「⾏政指導」は、⾏政機関が⼀定の⾏政⽬的を実現するために⾏
われるものであり、当該⾏政機関の任務⼜は所掌事務の範囲内に属
するものであることを要する。 
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行政書士試験科 

本試験レベルの問題にチャレンジ！   

行政法 -2-  

 
 

正解 

5３ ［行政手続法］定 義 

 

ア 正しい 

 「法令」とは、法律、法律に基づく命令（告⽰を含む。）、条例及び地
⽅公共団体の執⾏機関の規則（規程を含む。）をいう（⾏政⼿続法２条
１号）。 

イ 誤 り 

 「申請」とは、法令に基づき、⾏政庁の許可、認可、免許その他の⾃
⼰に対し何らかの利益を付与する処分を求める⾏為であって、当該⾏為
に対して⾏政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう（同
法２条３号）。 

ウ 正しい 

 「不利益処分」とは、⾏政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて⼈
として、直接に、これに義務を課し、⼜はその権利を制限する処分をい
う（同法２条４号本⽂）。ただし、名あて⼈となるべき者の同意のもと
にすることとされている処分は、不利益処分に含まれない（同条４号
ハ）。 

エ 誤 り 

 「審査基準」とは、申請により求められた許認可等をするかどうかを
その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう（同法
２条８号ロ）。本記述は、「処分基準」（同条８号ハ）の定義である。 

オ 正しい 

 「⾏政指導」とは、⾏政機関がその任務⼜は所掌事務の範囲内におい
て⼀定の⾏政⽬的を実現するため特定の者に⼀定の作為⼜は不作為を求
める指導、勧告、助⾔その他の⾏為であって処分に該当しないものをい
う（同法２条６号）。 

 以上により、誤っているものの組合せは肢３であり、正解は３となる。 


